
税理士試験必修問題集 相続税法 基礎完成編 【2020年度版】 （2019年9月14日 初版 第１刷） 

弊社の書籍をご利用いただき、有難うございます。 

訂正が出ないようにと努力しておりますが以下の通り、誤りが判明致しました。 

お手数をおかけして申し訳ございませんが訂正の上、ご利用下さい。 

2019.11.20 

ページ 訂正箇所 誤 正 備  考 

解答 5-7 
問題３ 相続時精算課税③ 

解答の金額欄 

債務控除：配偶者乙 △ 15,000,00 

長男Ｂ   △ 15,000,00 

贈与税額控除額：配偶者乙 △ 2,310,00 

長女Ａ   △ 

(暦年課税分)  長男Ｂ   △ 3,142,50 

配偶者の税額軽減額：配偶者乙 △ 1,670,50 

贈与税額控除額：長女Ａ △ 

(相続時精算課税分) 

債務控除：配偶者乙 △ 15,000,000 

長男Ｂ   △ 15,000,000 

贈与税額控除額：配偶者乙 △ 2,310,000 

長女Ａ   △ 1,170,000 

(暦年課税分)  長男Ｂ   △ 3,142,500 

配偶者の税額軽減額：配偶者乙 △ 1,670,500 

贈与税額控除額：長女Ａ △ 1,400,000 

(相続時精算課税分) 
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答案用紙 8 同上 

債務控除：配偶者乙 △ 15,000,00 

長男Ｂ   △ 15,000,00 

配偶者の税額軽減額：配偶者乙 △ 1,670,50 

債務控除：配偶者乙 △ 15,000,000 

長男Ｂ   △ 15,000,000 

配偶者の税額軽減額：配偶者乙 △ 1,670,500 
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解答 7-6 
問題５ 結婚・子育て資金の一括

贈与を受けた場合の非課税② 

解説【図解】 

800万円×
今回死亡した祖父甲の拠出額(600万円)

祖父甲の拠出額と祖母乙の拠出額との合計額(400万円)
〔甲の拠出割合60％〕＝480万円 

解説【図解】 

800万円×
今回死亡した祖父甲の拠出額(600万円)

祖父甲の拠出額と祖母乙の拠出額との合計額(1,000万円)
〔甲の拠出割合60％〕＝480万円 

2019.11.20 

ISBN 978-4-7810-3668-7 

C1034 ￥2400E 


